
令和４年３月10日から同年３月31日までに公布された条例の一覧

番号 条例名 あらまし 公布日 施行日 担当課

1 島田市行政組織条例の一部を改正する条例
令和４年４月から行政組織を再編するための改正を行いまし
た。

R4.3.10 R4.4.1 行政総務課

2
島田市教育委員会の職務権限の特例に関する
条例

教育委員会が所管することとされる事務の一部を市長が管理・
執行するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭
和31年法律第162号）第23条第１項の規定により、新たに条例
を制定しました。

R4.3.10 R4.4.1 教育総務課

3 島田市川根老人憩いの家条例を廃止する条例
施設の老朽化及び利用団体数の減少に伴い、川根老人憩いの家
を廃館とするため、条例を廃止しました。

R4.3.10 R4.4.1 長寿介護課

4
島田市東海道金谷宿お休み処条例を廃止する
条例

東海道金谷宿お休み処の指定管理者が選定されなかったことを
受け、今後の施設の在り方、運用方針等を検討する必要がある
ことから、公の施設としての位置付けを廃止するため、条例を
廃止しました。

R4.3.10 R4.4.1 観光課

5
島田市特定用途制限地域内における建築物の
制限に関する条例

合理的な土地利用を図るとともに、良好な環境の形成及び保持
に資することを目的として、特定用途制限区域内における建築
物の用途に関する制限について定めるため、建築基準法（昭和
25年法律第201号）第49条の２の規定により、新たに条例を制
定しました。

R4.3.30 R4.4.1 建築住宅課

6
島田都市計画川越し街道周辺地区計画の区域
内における建築物の制限に関する条例

適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とし
て、建築物の用途及び構造に関する制限を定めるため、建築基
準法第68条の２の規定により、新たに条例を制定しました。

R4.3.30 R4.4.1 建築住宅課

7
島田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一
部を改正する条例

保健衛生業務に従事する職員に医療技術業務手当等の特殊勤務
手当を支給するための改正を行いました。

R4.3.30 R4.4.1 人事課

8
島田市職員の育児休業等に関する条例の一部
を改正する条例

会計年度任用職員等の非常勤職員の育児休業について、国に準
じ、取得することができる期間、該当要件等を定める改正を行
いました。

R4.3.30 R4.4.1 人事課

9
島田市国民健康保険税条例の一部を改正する
条例

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の
一部を改正する法律（令和３年法律第66号）及び全世代対応型
の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（令和３年
政令第253号）が令和４年４月１日から施行されることに伴
い、国民健康保険税における未就学児の被保険者均等割額を減
額する規定を設けるとともに、条文の整備を行うための改正を
行いました。

R4.3.30
公布の日
（原則）

国保年金課

10
島田市地区計画等の案の作成手続に関する条
例の一部を改正する条例

地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画
等の原案を住民等から申し出る方法を定める改正を行いまし
た。

R4.3.30 R4.4.1 都市政策課

11
島田市水道事業給水条例の一部を改正する条
例

島田市水道事業の水道料金について、島田市水道料金等審議会
からの答申を踏まえ、水道料金を改定する改正を行いました。

R4.3.30 R5.4.1 水道課

12 島田市議会委員会条例の一部を改正する条例
令和４年４月からの行政組織の再編に伴い、常任委員会の所管
を変更する改正を行いました。

R4.3.30 R4.4.1 議会事務局
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13 島田市税条例の一部を改正する条例

固定資産課税台帳の閲覧の手数料については法第382条の２た
だし書の規定による措置を講じたものを閲覧に供することがで
きることとする改正、固定資産課税台帳に記載されている事項
の証明書の交付手数料については法第382条の３ただし書の規
定による措置を講じたものを交付することができることとする
改正、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受
けようとする者がすべき申告については省エネ改修工事を行っ
た住宅に係る特例を拡充する改正を行い、その他条項ずれに対
応する改正を行いました。

R4.3.31 R4.4.1 課税課

14 島田市都市計画税条例の一部を改正する条例

宅地等に対して課する令和三年度から令和五年度までの各年度
分の都市計画税の特例について、令和４年度に限り、商業地等
に係る課税標準額の上昇幅の2.5％とする改正を行い、その他
条項ずれに対応する改正を行いました。

R4.3.31 R4.4.1 課税課
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